
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人弁護士亀井正男の上告理由について

　しかし被上告人Ｂは、さきに昭和二四年中、津地方検察庁検事正Ｄを相手方とし

て津地方裁判所に、被上告人が岐阜県多治見市ａｂ番地亡Ｅ（昭和二二年一月二五

日死亡）の子であることの認知請求の訴を提起し（同裁判所昭和二四年（タ）第三

号事件）、同裁判所は審理の結果、同年八月二日被上告人勝訴の判決を言渡し、該

判決が同月二〇日確定したことは原審の認定したとおりである。而して認知の訴に

つき言渡した判決は第三者に対しても効力を有することは人訴三二条一項、一八条

一項の明定するところであるから、すでに前記の如く被上告人を亡Ｅの子であると

した認知の判決が正当なる当事者の間に確定している以上、該判決は第三者たる上

告人に対しても効力を有するのであつて、上告人は右判決に対し再審の手続で争う

のは格別、もはや反対の事実を主張して認知無効の訴を提起することを得ないのは

当然である。されば、上告人の本件認知無効の請求が許容できないことは明白であ

つて、このことは認知の訴の性質を、たとい給付の訴と形成の訴のいずれに属する

と解するにしても、なんら結論を異にしないのである。したがつて上告人の本訴請

求を排斥した原判決は所論の如く認知の訴を形成の訴に属すると判示した原審の見

解の当否を判断するまでもなく正当であつて、論旨引用の大審院判例も原判決の主

文に関係がない。それ故論旨は到底採用に由なきものである。

　よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとお

り判決する。
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